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●
た
ば
こ
を
吸
わ
な
い
人
も
吸
っ
て
い
る
？ 
〜

受
動
喫
煙
と
は
〜

受
動
喫
煙
」
と
は
、
室
内
ま
た
は
こ
れ
に

準
ず
る
環
境
で
、
他
人
の
た
ば
こ
の
煙
を
吸

わ
さ
れ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
受
動
喫

煙
に
よ
る
身
体
へ
の
影
響
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
症
状
や
リ
ス
ク
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
急
性
影
響
と
し
て
は
、
体
の
粘
膜

が
、
た
ば
こ
の
煙
、
特
に
副
流
煙
に
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
刺
激
症
状
で
、

せ
き
、
喘
嗚（
ぜ
ん
め
い
）、
鼻
症
状（
く
し
ゃ

み
、
鼻
閉
、
鼻
汁
、
か
ゆ
み
な
ど
）、
眼
症
状

（
痛
み
、
流
涙
、
か
ゆ
み
、
瞬
目
な
ど
）、
頭

痛
な
ど
の
症
状
や
呼
吸
抑
制
、
心
拍
増
加
、

血
管
収
縮
な
ど
の
生
理
反
応
な
ど
。
慢
性
影

響
と
し
て
は
、
肺
が
ん
、
虚
血
性
心
疾
患
な

ど
の
リ
ス
ク
の
上
昇
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

●
受
動
喫
煙
防
止
の
ポ
イ
ン
ト 

受
動
喫
煙
防
止
の
た
め
に
は
、
そ
の
施
設

内
を
全
面
禁
煙
と
す
る
方
法
と
、
施
設
内
を

喫
煙
場
所
と
非
喫
煙
場
所
に
分
割（
分
煙
）し
、

喫
煙
場
所
か
ら
非
喫
煙
場
所
に
た
ば
こ
の
煙

が
流
れ
出
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
が
あ
り
ま

す
。全

面
禁
煙
は
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
と
し

て
極
め
て
有
効
で
す
が
、
施
設
の
規
模
・
構

造
、
利
用
状
況
な
ど
は
、
各
施
設
に
よ
り
さ

ま
ざ
ま
な
た
め
、
施
設
の
態
様
や
利
用
者
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
適

切
に
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に

は
、
公
共
性
な
ど
、
そ
の
当
該
施
設
の
社
会

的
な
役
割
も
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
、「
分

煙
効
果
判
定
基
準
策
定
検
討
会
報
告
書
」（
平

成　

年
６
月
）
な
ど
を
参
考
に
、
喫
煙
場
所

１４
か
ら
非
喫
煙
場
所
に
た
ば
こ
の
煙
が
流
れ
出

な
い
よ
う
、
適
切
な
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を

と
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
完
全
禁
煙
を
行
っ
て
い
る
場
所
で

は
、
そ
の
こ
と
を
、
ま
た
、
分
煙
を
行
っ
て

い
る
場
所
で
は
、
禁
煙
場
所
と
喫
煙
場
所
を

明
確
に
表
示
し
、
周
知
す
る
と
と
も
に
、
来

客
者
な
ど
に
そ
の
旨
を
知
ら
せ
て
理
解
と
協

力
を
求
め
る
こ
と
も
受
動
喫
煙
防
止
対
策
と

し
て
効
果
的
で
す
。

健
康
増
進
法
で
受
動
喫
煙
の
防
止

一
人
で
は
す
ま
な
い
た
ば
こ
の
リ
ス
ク

平
成　

年
５
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
健
康
増
進
法
。
こ
の
法
律
の
中
（　

条
）
に
は
、
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
規
定
が

１５

25

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
で
は
、
学
校
や
病
院
、
事
務
所
、
飲
食
店
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
利
用
す
る
施
設
の
管

理
者
は
、
こ
れ
ら
の
施
設
で
の
受
動
喫
煙
の
防
止
に
努
め
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

●たばこの煙の成分 

　たばこの煙には、喫煙のとき

に点火部分から立ち上る「副流

煙」、喫煙者が直接吸い込む「主

流煙」と、これが吐き出された

「呼出煙」に分けられます。こ

のたばこの煙には4,000種類以

上の化学物質が含まれており、

それらの成分は、粒子状成分と

ガス状成分に大別されます。 

分煙効果判定の基準
屋内における有効な分煙条件 

1）排気装置（屋外へ強制排気）による場合 

①デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊
粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確
認する（非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙に
よって増加しないこと）

②非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気
の流れ（０.２m/s以上） 

判定場所
その1
喫煙所と非喫
煙所との境界

①デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉
じん濃度が０.１５mg/m３以下

②検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が
１０ppm以下

判定場所
その2
喫煙所 

2）空気清浄機による場合 

①デジタル粉じん計を用いて、経時的に浮遊
粉じんの濃度の変化を測定し漏れ状態を確
認する（非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙に
よって増加しないこと）

②非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気
の流れ（０.２m/s以上）
③ガス状成分について適切な方法で濃度を測
定し、喫煙所からの漏れ状態を確認する（現
在、その手法は確立されていない）

判定場所
その1
喫煙所と非喫
煙所との境界

①デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉
じん濃度が０.１５mg/m３以下

②検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が
１０ppm以下

③ガス状成分について適切な方法で濃度を測
定し、その値がある一定以下であること（現
在、その手法は確立していない）

判定場所
その2
喫煙所 

分煙効果判定基準策定検討報告書より抜粋


